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「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」について 
 

 日本取引所自主規制法人が策定された「不祥事対応のプリンシプル」(2016年2月24日)について先にお
知らせしましたが、今回から8回にわたり、引き続き日本取引所自主規制法人が2018年3月30日に策定さ
れた「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」についてお知らせしたいと思います。 

今、上場会社において多くの不祥事が表⾯化し報道されるなど、不祥事がまれな事象ではなくなっている現
状において、本プリンシプルが不祥事予防の取組みにおいて広く活⽤できるものと確信しています。 

まず、第1回目は趣旨をご覧ください。 
Ⅰ．趣旨  

近年、上場会社における多くの不祥事が表⾯化し報道されています。業種を超え、規模の⼤⼩にかかわら
ず広がっている現状です。これらの中には、最近になって発生した事象もあれば、これまで潜在していたものが
顕在化した事象も⾒られます。いずれにせよ、これら不祥事は、その社会的影響の広がりに加え、当該企業の
社会的評価を下げ、業績に悪影響を及ぼし、株価の下落も相俟ってその企業価値を毀損します。さらに、上
場会社の間で不祥事が頻発するような資本市場は、コーポレート・ガバナンスが機能していない市場とみなさ
れ、その信頼性を失うこととなります。  

日本取引所自主規制法人は2016年2月に『不祥事対応のプリンシプル』を策定し、実際に不祥事に直
⾯した上場会社の速やかな信頼回復と確かな企業価値の再生に向けた指針を⽰しました。しかし、不祥事が
まれな事象でなくなった現状において、不祥事の発生そのものを予防する取組みが上場会社の間で実効性を
持って進められる必要性が⾼まっています。そこで、不祥事発生後の事後対応に重点を置いた上記プリンシプ
ルに加えて、事前対応としての不祥事予防の取組みに資するため、今般『不祥事予防のプリンシプル』を策定
しました。上場会社においては、これらのプリンシプルを⾞の両輪として位置付け、実効性の⾼い取組みを推進
していただくことを期待しています。  

本プリンシプルにおける各原則は、各上場会社において自社の実態に即して創意工夫を凝らし、より効果
的な取組みを進めていただくための、プリンシプル・ベースの指針です。また、仮に本プリンシプルの充⾜度が
低い場合であっても、上場規則等の根拠なしに当法人が上場会社に対する不利益処分等を⾏うもので
はありません。むしろ、上場会社が自⼰規律を発揮していただく際の目安として活⽤されることを期待して
います。また、上場会社に助⾔等を⾏う法律専門家や会計専門家、さらには広く株主・投資者の皆様に
も共有され、企業外のステークホルダーからの規律付けが⾼まることも期待されます。  
 



日本取引所自主規制法人は、（株）日本取引所グループの一員として、東京証券取引所及び⼤阪
取引所の上場審査、上場管理、売買審査、考査等の業務を一⼿に担っている、⾦融商品取引法に基
づく自主規制機関です。上場会社に関しては、有価証券報告書虚偽記載や不適正開⽰、企業⾏動
規範の違反など、資本市場の基本インフラを直接脅かす事案において、上場規則に基づき、問題を起こ
した上場会社への不利益処分を判断する権限を有しています。他⽅、企業がその業務遂⾏の過程で犯
した不正や不適切⾏為そのもの（上述の上場規則違反に該当しないもの）に対しては、直接の権限を
⾏使する⽴場にありません。しかし、我が国資本市場の信頼性向上のために、上場管理業務を⾏っていく
中で蓄積した知⾒を、プリンシプルなどの形で広く共有することは、有益であると考えています。  

 


